
若者の議会への興味と関心を深めるための取組について 資料１

１ 総論
・投票率は低下傾向にあり、特に若年層の投票率は低い。
・主権者教育については、選挙管理委員会、教育委員会主体の取組がある。
・議会や議員のことを知らないことが投票率の低下につながっている。
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・議員が直接若者と触れ合い、意見を交わす機会を増やす。
・もって、若者の議会への興味と関心を深める。

・議員が主体的に取り組むべきである。
・スピード感を持って取り組めることから取り組むべきである。
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(１) 学校等で実施するもの
出された意見

・議員が動いて若者の声を聞くということをしたい。
・授業など様々なことに何らかの形で議員が関与するとよい。

現状・検討すべき事項

・議会としての取組はなく、議員が個別に地域の学校等で活動している事例はある。
・政治的中立性を確保し、 内容、参加議員の選出方法を決めないといけない。
・教育委員会と連携し取り組む方がよい。
・実施先の学校種別等を決める必要がある。

２ 各論
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(１) 学校等で実施するもの

想定される取組例

＜学校等への議員派遣＞

・派遣する議員の選定方法、手続き等要領を定め、学校等に周知する。

・実施内容は、具体例を示した上で学校等が選択できる形とする。

・実施状況・内容を見て、対象の拡大や改善すべき点がないか検討する。

短期

短期

中・長期
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(２) 議会（県庁）等で実施するもの
出された意見

・子ども県議会や議場見学等の機会を活用してはどうか。
・議員主催のワークショップ（ＷＳ）を開催してはどうか。
・議会改革検討委員会で実施したような意見交換を継続して実施してはどうか。

現状、検討すべき意見・事項

・県庁見学、議場見学は年間を通じて実施されており、小学校が多い。
・子ども県議会は子ども若者部主催の、子どもが県政等に対する意見や提言を
積極的に表明できる機会づくりとしての年間を通じた取組である。
・政治的中立性を確保し、参加議員の選出方法等を決めないといけない。
・ＷＳは、テーマ設定等プログラム内容や募集方法を検討しなければならない。
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(２) 議会（県庁）等で実施するもの

想定される取組例

＜既存の議場見学、子ども県議会の機会の活用＞
・議員または事務局職員が議場案内等をすることとし、参加する議員の選定方法、
説明内容等を定める。
・子ども県議会の機会の活用については、活用の方法について執行部と調整する。
＜議会が主体的に実施するもの＞
・議会に関心を持つ学生との意見交換について、位置付けを整理した上で実施する。
・広く参加者を募るものについては、その他の取組を実施した上で、その成果・課題等を
踏まえて改めて実施の有無を含めて検討する。
＜その他＞ ←他の内容と併せて「（４）その他」の別項目に整理。

・議会傍聴を学校等に積極的に呼び掛ける。

短期

中・長期

中・長期

短期
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(３) 県民参画委員会の活用
出された意見

・県民参画委員会の機会を活用して若者と意見交換してはどうか。

現状

・県民参画委員会は、常任・特別委員会が、県内行政調査の一環として実施するもの
・対象は「地域の住民、団体、ＮＰＯ、企業その他テーマに関し利害関係または識見を
有する県民のうちから選定」することとされており、テーマに応じて大学生、高校生等の
若者を対象に実施している。

想定される取組例

・正副委員長会議等の場で、テーマに応じて若者を対象にし得ることを確認し、
若者に関するテーマについては若者を対象に実施することを検討するよう呼び掛ける。 短期
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(４) その他
想定される取組例

＜議会活用の呼び掛け＞
・議会傍聴を学校等に積極的に呼び掛ける。
・議会資料の所在箇所等を案内し、学習等への活用を呼び掛ける。
＜各会派や各議員による積極的な取組の呼び掛け＞
・若者を意識した発信など、若者に関心を持たれる取組を積極的に行う。
・議会に関心があり、インターンシップ等を希望する学生等を積極的に受け入れる。
＜取組状況の分かりやすい公表等＞
・それぞれの取組状況を分かりやすく公表し、参加者にアナウンスする。

短期

短期

短期

短期

短期

・各取組において必要となる費用については、毎年度、予算に計上する。


